
 

 

 

釧路市地域公共交通計画（旧 釧路市地域公共交通網形成計画）、釧路市地域公共交通利便増進計画（旧 釧路市地域公共交通再編実施計画）が令和８年度末まで

の計画であるため、次期計画の策定に向けた調査・検討を進める。 

  

(１) 計画の検討のための業務委託について 

 調査・分析の実施のほか、関連計画との連携・検証、将来的に持続可能な交通体系の構築に向けた具体的な施策を検討するため、地域公共交通に関する専門的知

識を有し、調査・分析や計画検討に精通しているコンサルタント会社と業務委託契約を締結し、円滑に事業を進める。（５月３０日付契約締結） 

 令和７年度 ア 釧路市地域公共交通計画策定に関する調査業務（8,338,000円） 

         基本調査（釧路市の現況整理）、公共交通網の現状調査、公共交通の利用実態調査、現計画の評価、公共交通網に関する問題・課題の整理、 

計画策定に関する基礎調査報告書の取りまとめ 

イ 釧路市地域公共交通利便増進実施計画策定に関する基礎調査業務（7,469,000円） 

   地域間移動利用施策に関する現況把握と課題の抽出、バス需要量の予測、交通事業者の意向把握、 

基本再編案の検討及び利便増進案の提案、計画策定に関する基礎調査報告書の取りまとめ 

 

(２) 釧路地域公共交通活性化協議会及び専門部会の開催 

 計画内容等の協議・議論をするため、地域公共交通活性化協議会を年３・４回程度開催し、 

より専門的な検討を行うため、地域公共交通活性化協議会専門部会を年３・４回程度開催する。 

 

【参考】釧路市地域公共交通活性化協議会規約（抜粋） 

（所管事務）第２条 協議会は、第１条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

       （２）形成計画の策定及び変更の協議に関すること 

  

（専門部会）第８条 第２条各号に掲げる事項について専門的な調査、検討を行うため、 

必要に応じ協議 会に専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会の組織、運営その他必要な事項は、会長が別に定める。 

 

【参考】釧路市地域公共交通活性化協議会専門部会規程（抜粋） 

（所管事務）第２条 専門部会は、規約第２条各号に掲げる事項で釧路市地域公共交通活性化協議会会長 

（以下「会長」という。）から指示のあった事項について、専門的な調査、検討を行うものとする。 

（組織）  第３条 専門部会は、別表に掲げる委員をもって組織する。 

２ 会長が意見聴取などの必要性を認める場合は、専門部会委員以外の者を出席させることができる。  

釧路市地域公共交通計画及び釧路市地域公共交通利便増進実施計画の策定に向けたスケジュールについて 

資料４ 



(３) スケジュールについて 
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